
京都市消防局告示第５号  

 京都市火災予防条例第５４条の１０第１項の規定に基づき，次のとおり指定催しを指定

しました。  

  令和３年８月１３日 

京都市消防局長 山内 博貴 

 指定催しの名称 期 間 場 所 

梅小路公園手づくり市 
１月及び５月を除く各月の第１

土曜日（令和３年９月４日から令

和４年８月６日まで） 

下京区観喜寺町５６番地３

梅小路公園内 

東 寺 ガ ラ ク タ 市 
毎月第１日曜日（令和３年９月５

日から令和４年８月７日まで） 

南区九条町１番地 教王護

国寺境内 

（消防局予防部予防課） 


